
 

プレスリリース 

令和５年４月２１日 

OBD 検査システムをリリースしました！ 

自動車技術総合機構は、令和５年４月２１日１２：００（正午）に「OBD 検査システム」をリリースいた

しました。また、OBD 検査システムの利用方法をまとめた「OBD 検査ポータル」とお問い合わせ窓

口としての「OBD 検査コールセンター」も同時開設しています。整備事業者の皆様方におかれまし

ては、検査項目に OBD検査が追加される令和６年１０月に向けて、ご活用ください。 

１．「OBD検査システム」のリリースについて 

「OBD 検査システム」は、主に、整備事業者が OBD 検査対象車の対象装置に対して点

検・整備や検査を行う際に用いるシステムです。当該システムを利用するために、事前に、

システム利用申請（事業場 ID申請）をしていただき、事業場 ID登録が済みましたらOBD検

査アプリを検査用スキャンツールへインストールし、OBD検査のプレ運用（令和５年１０月か

ら開始予定の OBD検査の円滑な導入のための習熟期間）に向けた準備をお願いします。 

＜リリースした OBD検査システムの全体概要＞ 

① 特定 DTC照会アプリ・・・OBD検査のための PC用アプリ。利用者管理システムよりダウンロード可 

② 利用者管理システム・・・アプリの利用者を登録・管理 （事前のシステム利用申請が必要） 

③ OBD検査結果参照システム・・・アプリを用いて実施した OBD検査の結果を閲覧 

（上記①～③を総称して OBD検査システムと呼称しています。） 

 

２．「OBD検査ポータル」の開設について 

OBD 検査、OBD 検査システムの概要や当該システムの利用・申請方法などをまとめた

ウェブサイトです。チャットボットでの問い合わせも可能です。 

システム利用に必要な手続きの詳細については、当ポータルサイトに情報を載せていま

すので、こちらをご確認ください。 

 

URL：https://www.obd.naltec.go.jp/ 

 

https://www.obd.naltec.go.jp/


 

３．「OBD検査コールセンター」の開設について 

 OBD 検査ポータルでご不明点がある場合、ポータルにアクセスできない場合など、電話

でお問い合わせいただけます。 

 

４．スケジュール（経緯） 

・令和元年５月 改正道路運送車両法成立（審査用技術情報管理事務関係） 

・令和２年８月 道路運送車両の細目を定める告示の一部改正（OBD検査の基準関係） 

・令和２年８月 道路運送車両の保安基準第２章及び第３章の規定の適用関係の整理のた

め必要な事項を定める告示（OBD検査の適用関係） 

（対象車） 

令和３年１０月１日（輸入車の場合は令和４年１０月１日）以降に指定を受けた新型車 

（適用日） 

令和６年１０月１日（輸入車の場合は令和７年１０月１日）以降 

 

＜操作方法などのお問い合わせ先＞ 

OBD検査コールセンター 0570-022-574 

（受付時間：月曜日から金曜日（祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く。）の午前 9時～17時） 

 

 

 

お問い合わせ先 

〒160-0003  

東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

４階 独立行政法人 自動車技術総合機構 

OBD情報・技術センター 

電話 03-5363-3441（代表） 

FAX 03-5363-3347 


